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３．児童が行方不明になつた場合 

 

（１）学校内での捜索 

       ①すぐに校長、教頭に連絡する。 ※①校長教頭不在の場合は、緊急対応マニュアルの「判断指示の順」

に準ずる。(氏名、学年、組、地区、服装その他特徴等) 

    ②動ける職員、担任、児童(在籍クラス)で校内捜索。 

    ③校内放送により職員室に集合、その後、校長の指示で捜索活動。 ※①参照 

      *校内放送「校内巡視お願いします。」 

    《捜索場所》 

        1.  校長                  校長室放送室相談室 

        2.  教頭・松本            学校周辺 

        3.  浅井                 家庭科室 図工室 音楽室 理科室 

        4.  佐藤                 保健室 図書室 職員室 

        5.  山口                 調理場周辺 中庭 

    6.  立野                体育館プール周辺 

        7.  校務員                正門周辺 運動場 

        8.  １年                  第１学年前廊下 トイレ 校区集会室  

        9.   ２年                  第２学年前廊下 コンピュータ室  

       10.   ３年                  第３学年前廓下 トイレ   

       11.   ４年                  第４学年前廊下 西階段                   

       12.   ５年                  第５学年前廊下 トイレ        

       13.   ６年                  第６学年前廊下 少人数教室 東階段       

       14.   支援担          残った児童の担当                         

    *児童が発見され次第、「校内巡視ありがとうございました。」と放送する。 

 

（２）学校外での捜索 

      ・各学年１名を児童の安全確保に残し、他の職員で下記分担より捜索活動。 

            (残留職員は留守学級も担当する) 

       <捜索場所> 

         1 年 学校周辺(南町、天神、元町一丁目) 

         2 年 平和苑、フルーレ周辺 

         3 年 藤阪ハイツ周辺 

         4 年 長尾谷町周辺 

         5 年 王仁公園、中村病院周辺 

         6 年 山田池公園周辺 

    *捜索職員は出来る範囲で携帯電話を携行する。 

       *見つからなくても 15 分毎に学校に連絡。 

       *原則として、1 時間位で帰校。 

       *警察への連絡は校長か教頭の指示で職員室在室職員が行う。※１参照 

（３）下校後や休日の場合 

      職員連絡網により召集。発見、保護するまで捜索。 


